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　市では、「芦屋シティグラフ」（Ａ４判・52ページ／全
カラー刷り）を発行・発売しています。
　芦屋の自然や歴史、芦屋ゆかりの芸術・文学・文化―。
それらに触れつつ散歩を楽しめるコースの紹介、行政の
動きや統計、また市内の医療機関一覧（地図）など盛りだ
くさんの情報を、写真170点のほかイラストや地図とと
もにわかりやすく掲載しています。ご活用ください。
�����　市役所行政情報コーナー・ラポルテ市民
サービスコーナー　���　300円　

�������	
��������

30分
庁舎
ヨガ
欺商
いで
動き

��

業計画（平成21～23年度）」に基づき、平成22年度の地
望する事業者を募集します。
スについて組み合わせ自由（※は必須）
活介護の併設については、ご相談に応じます。

前10時～11時
でに下記窓口へ
事業者は、公募説明会への出席が必要となります。　
ページからダウンロード可）を提出してください。

（土・日・祝日は除く）午前９時～午後５時30分

（土・日・祝日は除く）午前９時～午後５時30分
にまとめた文書を提出するか、ファクスで送信して
付け後、ファクスで回答します。
����

（土・日・祝日は除く）午前９時～午後５時30分

	
���������

������
����

������
����

―�
（25人程度）

―�
（20人以下）�����

�
（29人以下）―��
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医
療
保
険
と
介
護
保
険
両
方
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減

す
る「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費

制
度
」が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

世
帯
内
の
同
一
の
医
療
保
険〈
健
康
保

険
や
国
民
健
康
保
険
、長
寿
医
療（
後
期
高

齢
者
医
療
）制
度
な
ど
〉に
加
入
し
て
い
る

か
た
に
つ
い
て
、一
年
間（
毎
年
八
月
一
日

か
ら
翌
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
診
療
分

等
）で「
医
療
保
険
」と「
介
護
保
険
」の
両

方
に
自
己
負
担
が
あ
り
、そ
の
自
己
負
担

額
の
合
計
が「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

療
養
費
制
度
」の
自
己
負
担
限
度
額（
下

表
）を
超
え
た
場
合
、申
請
に
よ
り
、自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
額
に
つ
い

て
は
、
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利

用
実
績
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
、
医
療

保
険
か
ら
「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」、
介

護
保
険
か
ら「
高
額
医
療
合
算
介
護（
予

防
）サ
ー
ビ
ス
費
」と
し
て
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
医
療
保
険
・
介
護
保
険
い
ず

れ
か
の
自
己
負
担
額
が
、
〇
円
の
場
合
ま

た
は
支
給
額
が
五
百
円
以
下
の
場
合
は
、

支
給
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
高
額
療
養
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費
お
よ
び
高
額
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス
費

の
支
給
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
支
給
金
額

を
控
除
し
て
合
算
し
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
者
医
療
助
成
等
を
受
け
て

い
る
か
た
は
、
助
成
額
を
差
し
引
い
た
金

額
が
支
給
額
と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

計
算
期
間（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
）を
通
し
て
、

芦
屋
市
国
民
健
康
保
険
・
芦
屋
市
介
護
保

険
お
よ
び
兵
庫
県
長
寿
医
療（
後
期
高
齢

者
医
療
）制
度
の
被
保
険
者
で
高
額
介
護

合
算
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
る
と
思
わ

れ
る
か
た
に
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
三

十
一
日
現
在
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者

か
ら
、二
月
以
降〈
長
寿
医
療（
後
期
高
齢

者
医
療
）制
度
に
加
入
者
に
は
一
月
中
旬
〉

に
通
知
と
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
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計
算
期
間
中（
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
）に
、加
入

す
る
医
療
保
険
・
介
護
保
険
が
変
わ
っ
た

か
た
、
ま
た
は
死
亡
や
転
出
さ
れ
た
か
た

は
、
申
請
勧
奨
通
知
が
届
い
て
い
な
く
て

も
、
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費

の
支
給
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て
い
る
と
思

わ
れ
る
か
た
は
、
計
算
期
間
中
に
加
入
し

て
い
た
医
療
保
険
者
・
介
護
保
険
者
か
ら

自
己
負
担
額
証
明
書
を
取
得
し
、
平
成
二

十
一
年
七
月
三
十
一
日
現
在
に
加
入
し
て

い
た
医
療
保
険
者
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
計
算
期
間
中
に
芦
屋
市
国
民
健

康
保
険
か
ら
長
寿
医
療（
後
期
高
齢
者
医
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126万円
（168万円）

67万円
（89万円）

67万円
（89万円）

�������
��������

������������

67万円
（89万円）

56万円
（75万円）

56万円
（75万円）�������

34万円
（45万円）

31万円
（41万円）

31万円
（41万円）�

����

19万円
（25万円）

19万円
（25万円）�

��������	�

�������	
��������

　　課税所得145万円以上の所得がある被保険者（制度加入者）と、その同一世帯に属する被保険者（制
　度加入者）。ただし、収入額が一定の要件を満たす場合は、申請により「一般」の区分になります。
�������������	
�世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯。 
■�������	
���������	
���…住民税非課税の世帯をいいます。
�������	
���…世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等のかた。
　　　　　　　　　　　　ただし、年金収入のみの場合は、年金受給額80万円以下のかたです。
������上記のいずれにも該当しないかたを指します。
�����������

　　制度開始初年度である平成20年度に限り、平成20年４月から平成21年７月の16カ月間が対象
　となり、その16カ月間の限度額を表しています。
　　ただし、16カ月間で算出した支給金額より平成20年８月から平成21年７月までの12カ月間で
　計算した支給金額が高くなる場合は、12カ月間で算出した額を支給します。

療
）制
度
に
変
わ
っ
た
場
合
も
同
様
で
す

の
で
、
市
役
所
各
担
当
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。　

�

　介護保険サービスとして住宅改修を
行う場合の、受領委任払い取り扱い業
者登録説明会を開催します。
　登録希望業者は、ご参加ください。
���　①平成21年度登録業者…２月23日（火）午前10時～10時30分
　　　　②平成22年度新規登録希望業者…２月23日（火）午前11時～正午
���　市役所分庁舎２階大会議室

������
�������	
�������

　２年目以降のかたは、「おむつ使用証明書」に替えて、市が介護保険
法に基づく要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類
を、確定申告書に添付することで足りる場合があります。
　意見書の記載内容によっては、市が書類を交付できない場合があ
りますので、介護保険担当にご相談ください。
�������	
�
　介護保険のサービスについては、医療系サービス（訪問看護など）
に係る自己負担額が、医療費控除の対象となります。また、福祉系
サービスについても、居宅サービス計画に医療系サービスが位置付
けられている場合等に、自己負担額が医療費控除の対象となります。
　医療費控除の対象となる金額については、各サービス事業所が発
行する領収証に記載されています。記載のない場合は、各事業所に
ご確認ください。
　なお、最終的に医療費控除の対象になるかどうかは、税務署が個々
に判断することになります。

�������	
����������������	
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　介護保険で要介護１以上に認定された65歳以上のかたは、確定申
告等の際に、障害者控除を受けられる認定書（障害者控除対象者認定
書）を交付できる場合があります。
　該当するかたは、高年福祉担当にご相談ください。
�������	�
①申請者（障害者控除を受けるかた）の証明書（保険証等）　
②申請者の印鑑
③要介護認定者のかたの証明書（保険証等）

�������	
���������
�����
��������	�
　おむつ代について医療費控除を受ける場合、初回は医師が発行す
る「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付します。
　用紙は、高年福祉課にあります。
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　４月から、身体障害者手帳の交付対象に肝臓機能障害が追
加されます。該当するかたは、下記へ申請してください。　
���
　重症化した肝臓機能障害等があり、国の定める基準に該当
する人
�������	
����������
・ウイルス性肝炎
・自己免疫性肝炎
・原発性胆汁性肝硬変
・代謝性肝疾患
・薬剤性肝障害
・アルコール性肝障害
��������
　２月１日（月）から受け付け開始（所定の診断書が必要）
����
　上記に伴い、肝臓移植術・肝臓移植後の抗免疫療法等が、
自立支援医療の対象となります。
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�������　うんじゃ隊の心
 ������　1.17芦屋市祈りと誓い
 �������　市民の思いでつくる
　　　　　　　　　第４次芦屋市総合計画素案
 � � � � �　平成22年芦屋市消防出初め式
　　　　　　　　平成22年芦屋市成人式
���������楽しみいっぱい 芦屋市谷崎潤一郎記念館
 � � � � �　人生80から　
　　　　　　　　　芦屋最高齢の合唱団 エイールエコー
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① 8 :30

②12:00

③16:00

④19:00

⑤22:30

����
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����������	
����������
�������	
��
　肉・魚・野菜などパック入り
の商品を買って、その商品に
表示されている目方（量目）が
正確かどうかを検査します。
※買い物された商品は、お持
　ち帰りいただきます。
���　２月18日（木）午後１
時～４時　���　市役所分
庁舎２階大会議室　���　
市内在住・在勤のかた。先着
15人　�����　２月10日
（水）までに経済課へ

�������	
���

�������	
���
�������

���　２月19日（金）午前８時30分～
午後６時（予定）　���　午前８時に
経済課前　����　6,500円（観光協
会会員6,000円）　���　先着40人　
���　中野酒造（長久邸見学・試飲）
→道成寺拝観（昼食）→道の駅・明恵ふ
るさと館（買い物）→
帰着　�����　
２月１日（月）から参
加費を添えて下記へ

�������	
���������������	


�������	
���

���　２月15日（月）午後１時30
～３時30分　����市役所分庁
２階大会議室　���　講演とヨ
「引っかかっちゃダメよ　詐欺
法」・ 「ラフター笑うヨガ」～笑い
免疫力をアップしましょう～＊動
やすい服装で！　
� � ��先 着20人
■����　下記
へ

�������	
���
��������������

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�������	
���������
�������	
�������

�������	
���������������������������������	
�����
��������	
����
���
������

　

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
は
、
同
セ
ン
タ
ー

の
設
置
、公
正
・
中
立
性
の
確
保
、適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
協
議
し
ま
す
。

　

ま
た
、市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会
は
、サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業
者
の
指
定
・
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
を
図
る

た
め
、必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。

　

高
齢
者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
、
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
、
次
の

と
お
り
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
　

二
月
一
日
〜
二
十
六
日

�
�
�
�
�
　

二
人
以
内

�
�
�
�
�
　

①
満
年
齢
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
か
た

　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
現
在
）

         　
　
　
 
② 
満
年
齢
六
十
五
歳
以
上
の
か
た（
平
成
二
十

　
　
　
　
　
　
　

二
年
四
月
一
日
現
在
）

�
�
�
�
�
　

四
月
〜
平
成
二
十
四
年
三
月
末
ま
で

　
　
　
　
　
　

※
原
則
と
し
て
、平
日
の
昼
間
に
一
回
・
二
時
間

　
　
　
　
　
　
　

程
度
、合
計
六
回
程
度
の
開
催
予
定
。
詳
細

　
　
　
　
　
　
　

は
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
　

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
生
年
月
日
・
性
別
を
記

　
　
　
　
　
　

入
し
、「
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
支
援
の
あ
り
方

　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
」に
関
す
る
作
文（
八
百
字
以
内
・
様

　
　
　
　
　
　

式
自
由
）を
添
え
て
、郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は

　
　
　
　
　
　

メ
ー
ル
で
、二
月
二
十
六
日（
金
）ま
で
に
上
記
へ

　
　
　
　
　
　

※
応
募
原
稿
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

�
�
�
�
　

応
募
の
作
文
で
、芦
屋
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

　
　
　
　
　
　

タ
ー
運
営
協
議
会
・
芦
屋
市
地
域
密
着
型
サ
ー

　
　
　
　
　
　

ビ
ス
運
営
委
員
会
委
員（
市
民
枠
）推
薦
委
員
会

　
　
　
　
　
　

で
決
定
。結
果
は
、ご
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

※
規
定
に
基
づ
き
、委
員
報
酬
・
交
通
費
を
支
給
。

　市では、「第４期介護保険事業
域密着型サービスの開設を希望
������　①～③のサービス
　　　　　　③の短期入所生活

 
�������

�����　３月１日（月）午前
�����　２月26日（金）まで
������　応募を希望する事
事前に、参加申込書（市ホームペ
�������	�

�����　２月１日～26日（
�����　高年福祉課窓口
���������

�����　２月１日～26日（
�����　質問内容を簡潔に
　　　　　　ください。受け付
�������	
	���

�����　３月１日～26日（

�������

������

�������	
���

�������	
���

�������	
���

�������	�

�������	
��


